
      

                        

２０２２年３月号 

 

昨年の１１月号の記事をもう一度掲載します。皆様のご意見ご感想聞かせて下さい。 

 

         ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理について 

２０２１年６月１日より食品衛生法等の一部改定により、飲食店を含むすべての食品を取

り扱う企業でＨＡＣＣＰ義務化が始まりました。全国チェーンのレストランから、夫婦で

経営している個人店まで、規模にかかわらずＨＡＣＣＰ義務化の対象です。（一部除く） 

皆様も行政の講習会等に参加されたり、厚生労働省のＨＰから手引書を引用して実施され

ていることと思います。 

そんなある日、弊社のお客様から「今まで実施していた保菌検査・食品検査・サンコリが

義務では無くなったからこれから実施しなくても良いのではないか？」と質問されました。 

今までの自主管理手帳に載っている公衆衛生上講ずべき措置の基準には、明確に『６ヶ月

以内ごとに１回検便を受けること』と記されています。 

平成１６年８月１０日 １６食環第２８２号、飲食店営業者施設における自主検査につい

て、【飲食店営業施設において提供する調理加工食品については、年６回の自主検査（簡易

検査法含む）を実施し、その内１回以上は専門機関等の検査を活用するなど、その検査の

正確度を確認するように指導すること。検査項目については、食品の特性を考慮し検査す

るよう指導すること】と明記してありました。 

 

もっとも、大規模の飲食店・学校給食などは大量調理施設衛生管理マニュアル等で 

しっかり明記されているので該当しないと思いますが、マニュアルの文章の最後に、「大量

調理施設のみならず、中小規模調理施設等においても、本マニュアルの趣旨を踏まえた衛

生管理の徹底を図るようお願いします」と締めくくってあります。 

 

長野県健康福祉部食品・生活衛生課に質問してみると、 

「保菌検査・食品検査・サンコリ等は義務ではなくなりました！」との回答でした。 

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理は、あくまで事業者が決めて実施するものです。 

 

新しい自主管理手帳のＰ.４０からの年間の衛生管理計画を作成し、実施記録を付けていく

こと。また、Ｐ.３からの毎日の実施記録簿（一般的衛生管理や重要管理等）を毎日実施し

ていくことが必要です。年間の衛生管理計画では、従事者の検便および健康診断・製品検

査の計画欄がありますので、どのように実施するのかを事業主が決めることになります。 

ネットで色々調べたら面白い記事を発見しました。 

埼玉県の食品衛生協会は、ＨＰに掲載している「検便？いまさら聞けないあんなこと、こんな

こと！」の中で、『検便は必要ないとは言いきれません。定期的に客観的な検査の実施が食中

毒予防になります』と答えています。 

 

弊社でも、定期検査（検便）では一定の確率でサルモネラ陽性者が検出されます。 

腸内にサルモネラを保菌していても症状のない人（健康保菌者）もいます。 

定期的な検査でそれらを見つけて把握し、管理することが大切だと思っています。 

 

食品検査では作業工程の見直しを、サンコリ（ふきとり検査）では調理過程の改善に貢献して

きた事実があります。何かあった時やクレーム対応で検査結果が役立った（クレーム相手が納

得してくれた）過去もあります。何も検査していなくて、万が一のことがあっても弊社として

はデータがないと対応やアドバイスをすることが出来ません。 

事業者が決めて実施するものなので義務ではないですが、「やらなくて良い」と思ってはいま

せん。むしろ今まで以上の自主検査を実施して食中毒予防をしましょう。 

 

検 査 室 か ら の お 願 い（スムーズに検査に入れるようにご協力下さい） 

 

食品＆検便を直送する時には、検体から梱包材をスムーズに外せるようにご協力下さい。 

ビニール袋は「引き解け結び」でお願いします。（文字で説明が難しいのでお手数ですが

ネットで検索お願いします） 

食品検査の場合、チャック式袋（ジップロックなど）や清潔なビニール袋（検食に利用するもの）

に検体を５０ｇ程度（過剰に入れない）準備し、空気を抜いて口を閉めて下さい。 

配送中の液漏れを心配して、ガムテープやセロテープで袋の回りをグルグル巻くのはご遠慮下さい。 

心配でしたら袋を２重にして下さい。よろしくお願いします。 

 

【編集後記】 

人生初、整体医院に行きました。昨年秋から腰痛が酷くなってしまい、歩くこともやっとという時

期もあったため思い切っての判断です。（整形外科に通院して投薬治療はしていましたが。）  

体が硬いので思わず「ぐぇ！」と声が出てしまった瞬間もありましたが、おかげで楽になりました。 

体のケアって大事ですね。                   細菌室  木次明子 

※今後、細菌室へ電話をかける場合には代表番号にお願いします。 

 
前向きな姿勢と積極的な行動で お客様に感動をあたえよう！             

   衛生検査所登録 79 号  株式会社信濃公害研究所             

松本 0263-36-5075 長野 026-214-2679 佐久 0267-56-2189（代）           

 

 


